
議案第１号 

   富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

 富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則（昭和46年富津市教育委

員会規則第７号）の一部を改正する規則について、富津市教育委員会行政組織規則

（昭和46年富津市教育委員会規則第５号）第５条第２号の規定により、議決を求め

る。 

令和３月28日提出 

富津市教育委員会 

教育長  岡 根  茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 今後教育委員会で雇用する見込の無い技能労務職員（調理員、ボイラー技士、自

動車運転手及び用務員）を削除するため、規則の一部を改正するものである。 



   富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規

則 

 富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則（昭和46年富津市教育委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （職員の級別職及び職務） 

第２条 職員の級別職及び職務は、次の表のとおりとし、一般行政職職員をもって

充てるものとする。 

職務の級 職名又は役職名 標準的な職務の内容 

８級 部長 次長等以下を指揮監督して一般事務及

び一般技術の管理に当たる職務 

 参与 上司の命を受け、極めて高度な知識及

び経験を必要とする困難な事務に従事

するとともに自ら特命事項の調査企画

及び専門的事項の管理研究に当たる職

務 

７級 次長 部長等の職務を補佐し、部内業務の総

合調整、組織管理、職員配置の弾力的

運用並びに部内業務の進行管理に当た

る職務 

 課長 

所長 

館長 

室長 

指導主事 

保健体育主事 

部長等の職務を補佐し、所管職員を指

揮監督して一般事務及び一般技術の管

理に当たる職務 

   

 参事 

主幹 

上司の命を受け、極めて高度な知識及

び経験を必要とする困難な事務に従事

するとともに自ら特命事項の調査企画



及び専門的事項の管理研究に当たる職

務 
   

６級 課長補佐 

所長補佐 

館長補佐 

指導主事 

保健体育主事 

課長等の事務を補佐し、所管職員を指

揮監督して一般事務及び一般技術の管

理に当たる職務 

 副主幹 上司の指揮監督のもとに、特命若しく

は専門的な調査研究及び企画に従事す

る職務 

５級 係長 

共同調理場長 

課長等の事務を補佐し、所管職員の指

揮監督に当たるとともに、自らも一般

事務及び一般技術に従事する職務 

 主査 上司の指揮監督のもとに、特命若しく

は専門事項の調査に従事する職務 

４級 副主査 上司の指揮監督のもとに、特命若しく

は専門事項の調査に従事する職務 

 総括栄養士 上司の事務を補佐し、所管職員の指揮

監督に当たるとともに、自らも栄養の

指導に従事する職務 

 総括司書 上司の事務を補佐し、所管職員の指揮

監督に当たるとともに、自らも図書館

の専門的事務に従事する職務 

３級 主任主事 

主任技師 

係長等の命を受けて、相当高度の知識

又は経験を必要とする一般事務及び一

般技術に従事する職務 

 主任司書 相当高度の知識又は経験を必要とする

図書館の専門的事務に従事する職務 
   

 社会教育主事 相当高度の知識又は経験を必要とする



社会教育の専門的技術的な助言と指導

に従事する職務 
   

 文化財主事 学芸員の資格を有し、相当高度の知識

又は経験を必要とする文化財の専門的

事務に従事する職務 

 主任栄養士 相当高度の知識又は経験を必要とする

栄養の指導に従事する職務 

２級 主事 

技師 

係長等の命を受けて、一般事務及び一

般技術に従事する職務 

 司書 図書館の専門的事務に従事する職務 

 社会教育主事 社会教育の専門的技術的な助言と指導

に従事する職務 

 文化財主事 学芸員の資格を有し、文化財の専門的

事務に従事する職務 

 栄養士 栄養の指導に従事する職務 

１級 主事 

技師 

係長等の命を受けて、一般事務及び一

般技術に従事する職務 

 司書 図書館の専門的事務に従事する職務 

 社会教育主事 社会教育の専門的技術的な助言と指導

に従事する職務 

 文化財主事 学芸員の資格を有し、文化財の専門的

事務に従事する職務 

 栄養士 栄養の指導に従事する職務 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



   富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則（昭和46年富津市教育委員会規則第７号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（職員の級別職及び職務） （職員の級別職及び職務） 

第２条 職員の級別職及び職務は、次のとおりとする。 第２条 職員の級別職及び職務は、次の表のとおりとし、一般行政職職員

をもって充てるものとする。 

(１) 一般行政職職員をもって充てる級別職及び職務                        

職 務

の級 

職名又は役職

名 

標準的な職務の内容 

８級 部長 次長等以下を指揮監督して一般事務及び一般

技術の管理に当たる職務 

参与 上司の命を受け、極めて高度な知識及び経験を

必要とする困難な事務に従事するとともに自

ら特命事項の調査企画及び専門的事項の管理

研究に当たる職務 

７級 次長 部長等の職務を補佐し、部内業務の総合調整、

組織管理、職員配置の弾力的運用並びに部内業

務の進行管理に当たる職務 

課長 

所長 

館長 

室長 

指導主事 

保健体育主事 

部長等の職務を補佐し、所管職員を指揮監督し

て一般事務及び一般技術の管理に当たる職務 

参事 

主幹 

上司の命を受け、極めて高度な知識及び経験を

必要とする困難な事務に従事するとともに自

ら特命事項の調査企画及び専門的事項の管理

研究に当たる職務    
６級 課長補佐 

所長補佐 

館長補佐 

課長等の事務を補佐し、所管職員を指揮監督し

て一般事務及び一般技術の管理に当たる職務 

職 務

の級 

職名又は役職

名 

標準的な職務の内容 

８級 部長 次長等以下を指揮監督して一般事務及び一般

技術の管理に当たる職務 

参与 上司の命を受け、極めて高度な知識及び経験を

必要とする困難な事務に従事するとともに自

ら特命事項の調査企画及び専門的事項の管理

研究に当たる職務 

７級 次長 部長等の職務を補佐し、部内業務の総合調整、

組織管理、職員配置の弾力的運用並びに部内業

務の進行管理に当たる職務 

課長 

所長 

館長 

室長 

指導主事 

保健体育主事 

部長等の職務を補佐し、所管職員を指揮監督し

て一般事務及び一般技術の管理に当たる職務 

参事 

主幹 

上司の命を受け、極めて高度な知識及び経験を

必要とする困難な事務に従事するとともに自

ら特命事項の調査企画及び専門的事項の管理

研究に当たる職務    
６級 課長補佐 

所長補佐 

館長補佐 

課長等の事務を補佐し、所管職員を指揮監督し

て一般事務及び一般技術の管理に当たる職務 



指導主事 

保健体育主事 

 
  
副主幹 上司の指揮監督のもとに、特命若しくは専門的

な調査研究及び企画に従事する職務 

５級 係長 

調理場長 

課長等の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に

当たるとともに、自らも一般事務及び一般技術

に従事する職務 

主査 上司の指揮監督のもとに、特命若しくは専門事

項の調査に従事する職務 

４級 副主査 上司の指揮監督のもとに、特命若しくは専門事

項の調査に従事する職務 

総括栄養士 上司の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に当

たるとともに、自らも栄養の指導に従事する職

務 

総括司書 上司の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に当

たるとともに、自らも図書館の専門的事務に従

事する職務 

３級 主任主事 

主任技師 

係長等の命を受けて、相当高度の知識又は経験

を必要とする一般事務及び一般技術に従事す

る職務 

 主任司書 相当高度の知識又は経験を必要とする図書館

の専門的事務に従事する職務 

 社会教育主事 相当高度の知識又は経験を必要とする社会教

育主事の職務 

 文化財主事 学芸員の資格を有し、相当高度の知識又は経験

を必要とする文化財の専門的事務に従事する

職務 

 主任栄養士 相当高度の知識又は経験を必要とする栄養の

指導に従事する職務    
２級 主事 係長等の命を受けて、一般事務及び一般技術に

指導主事 

保健体育主事 

 
  
副主幹 上司の指揮監督のもとに、特命若しくは専門的

な調査研究及び企画に従事する職務 

５級 係長 

共同調理場長 

課長等の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に

当たるとともに、自らも一般事務及び一般技術

に従事する職務 

主査 上司の指揮監督のもとに、特命若しくは専門事

項の調査に従事する職務 

４級 副主査 上司の指揮監督のもとに、特命若しくは専門事

項の調査に従事する職務 

総括栄養士 上司の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に当

たるとともに、自らも栄養の指導に従事する職

務 

総括司書 上司の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に当

たるとともに、自らも図書館の専門的事務に従

事する職務 

３級 主任主事 

主任技師 

係長等の命を受けて、相当高度の知識又は経験

を必要とする一般事務及び一般技術に従事す

る職務 

 主任司書 相当高度の知識又は経験を必要とする図書館

の専門的事務に従事する職務 

 社会教育主事 相当高度の知識又は経験を必要とする社会教

育の専門的技術的な助言と指導に従事する職

務 

 文化財主事 学芸員の資格を有し、相当高度の知識又は経験

を必要とする文化財の専門的事務に従事する

職務 

 主任栄養士 相当高度の知識又は経験を必要とする栄養の

指導に従事する職務    



技師 従事する職務    
 司書 図書館の専門的事務に従事する職務 

 社会教育主事 社会教育主事の職務 

 文化財主事 学芸員の資格を有し、文化財の専門的事務に従

事する職務 

 栄養士 栄養の指導に従事する職務 

１級 主事 

技師 

係長等の命を受けて、一般事務及び一般技術に

従事する職務 

司書 図書館の専門的事務に従事する職務 

社会教育主事 社会教育主事の職務 

文化財主事 学芸員の資格を有し、文化財の専門的事務に従

事する職務 

栄養士 栄養の指導に従事する職務 
 

２級 主事 

技師 

係長等の命を受けて、一般事務及び一般技術に

従事する職務    
 司書 図書館の専門的事務に従事する職務 

 社会教育主事 社会教育の専門的技術的な助言と指導に従事

する職務 

 文化財主事 学芸員の資格を有し、文化財の専門的事務に従

事する職務 

 栄養士 栄養の指導に従事する職務 

１級 主事 

技師 

係長等の命を受けて、一般事務及び一般技術に

従事する職務 

司書 図書館の専門的事務に従事する職務 

社会教育主事 社会教育の専門的技術的な助言と指導に従事

する職務 

文化財主事 学芸員の資格を有し、文化財の専門的事務に従

事する職務 

栄養士 栄養の指導に従事する職務 
 

(２) 技能労務職職員をもって充てる級別職及び職務                          

職 務

の級 

職名又は役職

名 

標準的な職務の内容 

４級 総括自動車運

転手 

上司の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に当た

るとともに、自らも自動車の運転に従事する職務 

総括ボイラー

技士 

上司の事務を補佐し、所管職員の指揮監督に当た

るとともに、自らもボイラーの業務に従事する職

務 

３級 主任自動車運

転手 

上司の命を受け、自動車の運転に従事し、自動車

運転手の職務の指揮監督に当たる職務 

主任ボイラー

技士 

上司の命を受け、ボイラーの業務に従事し、ボイ

ラー技士の職務の指揮監督に当たる職務 

主任調理員 上司の命を受け、調理の業務に従事し、調理員の

 



職務の指揮監督に当たる職務 

主任用務員 上司の命を受け、用務員の業務に従事し、用務員

の職務の指揮監督に当たる職務 

２級 自動車運転手 上司の命を受け、自動車の運転に従事する職務 

ボイラー技士 上司の命を受け、ボイラーの業務に従事する職務 

調理員 上司の命を受け、給食の業務に従事する職務 

用務員 上司の命を受け、用務に従事する職務 

１級 自動車運転手 上司の命を受け、自動車の運転に従事する職務 

ボイラー技士 上司の命を受け、ボイラーの業務に従事する職務 

調理員 上司の命を受け、給食の業務に従事する職務 

用務員 上司の命を受け、用務に従事する職務 
   
 



議案第２号 

   富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５号）の一部

を改正する規則について、富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委

員会規則第５号）第５条第２号の規定により、議決を求める。 

令和３月28日提出 

富津市教育委員会 

教育長  岡 根  茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 学校給食共同調理場の開場に伴い、調理場の名称を変更するとともに、調理員等

の研修計画及び指導に関することを業務委託により委託業者が実施することから、

事務分掌から削除するため規則の一部を改正するものである。 



   富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

 第12条の表教育部の部学校教育課の款給食係の項中「３ 調理員等の研修計画及

び指導に関すること。」を削り、「４ 学校給食調理場」を「３ 学校給食共同調

理場」に改める。 

 第19条第４号を次のように改める。 

 (４) 学校給食共同調理場 

 第20条中「学校給食調理場」を「学校給食共同調理場」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



   富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（課及び係の事務分掌） （課及び係の事務分掌） 

第12条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。 第12条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。 

部名 課名 係名 事務分掌 

教育部    

  （略） 

   

学校教育

課 

  

 （略） 

  

給食係 １ 学校給食に関すること。 

２ 給食施設の維持管理に関するこ

と。 

３ 調理員等の研修計画及び指導に

関すること。 

４ 学校給食調理場  との連絡調

整に関すること。 

   

 （略） 

  
 

部名 課名 係名 事務分掌 

教育部    

  （略） 

   

学校教育

課 

  

 （略） 

  

給食係 １ 学校給食に関すること。 

２ 給食施設の維持管理に関するこ

と。 

３ 調理員等の研修計画及び指導に

関すること。 

３ 学校給食共同調理場との連絡調

整に関すること。 

   

 （略） 

  
 

（教育機関） （教育機関） 

第19条 教育委員会の所管に属する教育機関は、学校を除くほか、次に掲

げるものとする。 

第19条 教育委員会の所管に属する教育機関は、学校を除くほか、次に掲

げるものとする。 

(１) 公民館 (１) 公民館 

(２) 市民会館 (２) 市民会館 

(３) 教育センター (３) 教育センター 

(４) 学校給食調理場 (４) 学校給食共同調理場 

(５) 埋立記念館 (５) 埋立記念館 



(６) 図書館 (６) 図書館 

（教育機関の所属） （教育機関の所属） 

第20条 前条各号に掲げる教育機関のうち、第２号の市民会館及び第５号

の埋立記念館は公民館に、第３号の教育センター及び第４号の学校給食

調理場  は学校教育課に、第６号の図書館は生涯学習課に属する教育

機関とする。 

第20条 前条各号に掲げる教育機関のうち、第２号の市民会館及び第５号

の埋立記念館は公民館に、第３号の教育センター及び第４号の学校給食

共同調理場は学校教育課に、第６号の図書館は生涯学習課に属する教育

機関とする。 
  

 



議案第３号  

   令和７年度富津市学校教育の指針を定めることについて 

令和７年度富津市学校教育の指針を別紙のとおり定めることについて、富津市教育

委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５号）第５条第１号の規定に

より、議決を求める。 

  令和７年３月28日提出 

                        富津市教育委員会 

                         教育長 岡 根  茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 富津市教育施策に基づき、心身共に健康で確かな学力を身に付けた、ふるさとの未

来を託せる児童生徒を育成し、教育力の高い学校づくりのため、令和７年度富津市学

校教育の指針を定めようとするものである。 



令和７年度 学校教育の指針(案)                  

 

 

令和７年度 富津市学校教育の指針 

富津を愛し、富津の未来を託せる児童・生徒の育成  

 

1. 心豊かでたくましい児童・生徒の育成 

 

（１）富津市の未来に関心を持てる児童・生徒の育成 

 

 

○郷土の自然や歴史・文化・産業などに関する学習や体験の充実 

○地域社会、産業のポテンシャルをいかしたキャリア教育の推進 

 

（２）豊かな心の教育の推進 

 

 

 

 

○学級集団づくりや特別活動の充実を通して、社会力の育成を図るとともに自他共に

 人権を尊重する豊かな人間関係の育成 

○自他ともに命を大切にする教育の推進 

○教育活動全体を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度の育成  

 

（３）長欠・不登校、いじめ、問題行動などの生徒指導上の諸問題への対応 

 

 

 

 

 

○信頼される人間関係を築く中で、確かな児童・生徒理解の充実 

○組織的な生徒指導と教育相談体制の充実 

○長欠・不登校解消にむけた学校・家庭・地域・関係機関との連携の強化 

○いじめの早期発見・根絶に向けた全職員による組織的、継続的な取組 

○情報モラル教育の徹底によるいじめの予防 

 

（４）体力・運動能力の向上と健康・安全教育の推進 

 ○自らの体力・運動能力について理解し、向上に向けて意欲的に取り組む児童・生徒

 の育成 

○基本的生活習慣の確立と食育の充実による健康づくりの推進 

○犯罪や事故、災害などに対する危険予測・危険回避能力の育成 

○熱中症や感染症対策等、自己の健康管理の充実 

 

２. 確かな学力を身につけた児童・生徒の育成 

 

（１）思考力・判断力・表現力を高める指導の推進 

 

 

 

 

○問題解決学習や体験活動を重視し、「主体的・対話的で深い学び」の視点を活かし

た授業改善 

○学習の基盤となる言語能力として、書く力と読む力の育成 

○本に親しむ読書活動の推進と読書環境の充実 

人と人が温かくつながり、 
生涯にわたり学び、健康で活躍できるまち 



（２）基礎的・基本的な知識・技能の習得を図る指導の推進 

 

 

 

 

○「わかった。できた。」など成就感を高める授業の推進 

○個に応じた指導の充実 

○学習規律の定着を図る取り組みの継続 

○情報端末も有効活用した家庭と連携した学習習慣の育成 

 

（３）社会の変化に対応した教育活動の推進 

 

 

 

 

○個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実にむけたＩＣＴの活用 

○情報モラル教育等の充実によるデジタル社会に適切に関わる力の育成 

○外国語教育やプログラミング教育の充実 

○夢や希望を持ち、学びを将来へとつなぐキャリア教育の推進 

○ボランティア体験や福祉教育を通した社会に関わる力の育成 

 

（４）特別支援教育の充実  

 

 

 

 

○一人一人の教育的ニーズに応じた学習支援の推進 

○合理的配慮に基づいた教育活動の推進 

○個別の教育支援計画・指導計画の活用による切れ目のない支援の充実 

○校内体制の充実と関係機関との連携 

 

 ３. 児童･生徒の成長を支える教育力の高い学校づくり 

 

（１）教職員の資質の向上と健康で明るい職場環境づくり 

 

 

○指導力の向上を目指した研修の充実 

○校務の効率化の推進と児童・生徒とかかわる時間の確保 

○健康で明るい職場づくりの推進と服務規律確保への不断の努力 

 

（２）自らの命を守る教育の充実と学校環境の整備  

 

 

 

○「生活」「交通」「防犯」に対する安全教育と「災害」に対応する防災教育の推進 

○自らの命は自らで守るとともに互いに助け合い支え合う児童・生徒の育成   

○学習環境に適した清潔で安全安心な学校環境の整備 

 

（３）家庭や地域の信頼に応える開かれた学校づくりの推進 

 

 

 

 

○コミュニティースクールの推進など、子どもを守り育てる地域ネットワークの整備 

○地域人材や関係団体との交流を通じて、児童・生徒の成長を促進 

○教育活動の積極的な情報発信と学校評価の活用 

 

（４）幼・保・小・中連携教育の充実 

 

 

 

○「学力向上」「生徒指導」等、９か年を見通した小・中連携教育の充実 

○小学校から中学校へのスムーズな接続のための学校間の連携強化 

○幼稚園・保育所との連携を深め、相互理解を通した円滑な接続 

      

  ※R７年度変更箇所      



議案第４号  

   富津市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改正する規則の 

制定について 

富津市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則（令和４年富津市教育委員会

規則第４号）の一部を改正する規則について、富津市教育委員会行政組織規則第５

条第２号の規定により、議決を求める。 

  令和７年３月 28日提出 

                        富津市教育委員会 

                         教育長 岡 根  茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 これまで青堀小学校、大貫小学校、天羽小学校で試行してきた学校運営協議会を

令和７年度から、富津小学校、飯野小学校、吉野小学校、富津中学校、大佐和中学

校、天羽中学校を加えた９校で実施するため、本規則の一部を改正するものである。 



 富津市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

富津市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則（令和４年富津市教育委員会

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表中 

「 

(２) 富津市立大貫小学校 

(３) 富津市立天羽小学校 

」を 

 「 

(２) 富津市立富津小学校 

(３) 富津市立飯野小学校 

(４) 富津市立大貫小学校 

(５) 富津市立吉野小学校 

(６) 富津市立天羽小学校 

(７) 富津市立富津中学校 

(８) 富津市立大佐和中学校 

(９) 富津市立天羽中学校 

                           」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



   富津市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則（令和４年富津市教育委員会規則第４号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（設置） （設置） 

第２条 富津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第47条

の５第１項の規定により次の表に掲げる市立学校に協議会を設置する。 

第２条 富津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第47条

の５第１項の規定により次の表に掲げる市立学校に協議会を設置する。 

(１) 富津市立青堀小学校 

(２) 富津市立大貫小学校 

(３) 富津市立天羽小学校 
 

(１) 富津市立青堀小学校 

(２) 富津市立富津小学校 

(３) 富津市立飯野小学校 

(４) 富津市立大貫小学校 

(５) 富津市立吉野小学校 

(６) 富津市立天羽小学校 

(７) 富津市立富津中学校 

(８) 富津市立大佐和中学校 

(９) 富津市立天羽中学校 
 

２ 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、次に掲げる者の意

向を踏まえるものとする。 

２ 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、次に掲げる者の意

向を踏まえるものとする。 

(１) 対象学校（協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関し

て協議する学校をいう。以下同じ。）の校長 

(１) 対象学校（協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関し

て協議する学校をいう。以下同じ。）の校長 

(２) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者（親権を行う者及び未

成年後見人をいう。次条第２項第２号において同じ。） 

(２) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者（親権を行う者及び未

成年後見人をいう。次条第２項第２号において同じ。） 

(３) 対象学校が所在する地域住民代表 (３) 対象学校が所在する地域住民代表 

 


